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今週のことば

労働基準法の抜本的改正

厚労省は約４０年ぶりに労働基準法を抜本

的に見直す方針で、連続勤務の上限規制や

勤務間インターバル制度の義務化等を検

討。来年の国会で法案を提出する見込み。

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 12／１５(月) 大安　年賀状の受け付け開始

 　　１６(火) 赤口

 　　１７(水) 先勝　臨時国会会期末

 　　１８(木) 友引

 　　１９(金) 先負　フィギュアスケート全日本選手権

 　　２０(土) 大安　旧暦１１月１日

 　　２１(日) 赤口　全国高校駅伝

 先週の株と為替

　　　　日経平均株価　  円(対米ﾄﾞﾙ)

12/ 8(月) 50,582 △ 90   155.35 ▼0.73

    9(火) 50,655 △ 73   156.19 ▼0.84

   10(水) 50,603 ▼ 52   156.65 ▼0.46

   11(木) 50,149 ▼454   156.04 △0.61

   12(金) 50,837 △688   155.64 △0.40

相続税の課税対象となった割合は１０.４％

　国税庁が公表した「令和６年分 相続税の申告事

績」によると、相続税の課税対象となった被相続人

の割合は１０.４％となりました。

◆課税価格は被相続人１人あたり１億４千万円

　令和６年に亡くなった１６０万５３７８人（前年比１.

９％増）のうち、相続税の課税対象となった被相続

人は１６万６７３０人（同７.１％増）となり、その割合

は１０.４％（同０.５ポイント増）でした。

　課税対象となった被相続人の課税価格（相続財産

価額から債務・葬式費用を控除し、相続前３年以内

の贈与財産等を加算）は総額２３兆３８４６億円（同８.

１％増）となり、被相続人１人当たり１億４０２５万

円（同１.０％増）となっています。また、申告税額

は総額３兆２４４６億円（同８.０％増）で１人当たり

１９４６万円（同０.８％増）となり、いずれも相続税

の基礎控除額が引下げられた平成２７年分以降で最

高となっています。

◆暦年課税による生前贈与の加算期間の改正

　相続税は、亡くなった被相続人から相続等により

取得した財産の課税価格が基礎控除額「３千万円＋

６００万円×法定相続人数」を超える場合に課税対象

となり、相続人は相続の開始を知った日の翌日から

１０ヵ月以内に申告する必要があります。

　なお、相続税の課税価格に加算される生前贈与（暦

年課税）の対象期間は、改正により相続開始前７年

以内となりました（相続開始前３年超７年以内にお

ける贈与は総額１００万円まで加算されません）。こ

れは令和６年１月以後の贈与財産に適用されるため、

相続開始日が令和９年以後の場合に３年を超える加

算期間となり、令和１３年以後に７年となります。

■この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５４８

令和６年度に実施された所得税の調査等

　国税庁は近年、ＡＩなどを活用して調査対象を選

定しており、令和６事務年度（令和６年７月～７

年６月）において所得税の調査等は７３万６千件

（実地調査４万７千件、文書や電話などによる簡

易な接触６８万９千件）実施され、そのうち実地調

査で３万９千件、簡易な接触で３３万件に申告漏れ

等の非違がありました。

　実地調査により把握された申告漏れ所得金額は

５８１５億円（１件あたり１２４０万円）で追徴税額

は１１３２億円（同２４１万円）、簡易な接触による

申告漏れ所得金額は３５０２億円（同５１万円）で追

徴税額は２９９億円（同４万円）となり、追徴税額

の総額は過去最高となっています。

来年１月から実施される電気・ガス料金支援

　政府の総合経済対策により、来年１月から家庭

や企業などに対する電気・都市ガス料金の負担軽

減措置が実施され、１月使用分～３月使用分につ

いて使用量に応じた値引きが行われます。

　具体的には、１・２月使用分は電気が１ｋＷｈあ

たり４.５円（高圧契約の場合は２.３円）、都市ガ

スが１㎥あたり１８.０円の値引きとなります。３月

使用分は値引き単価が減少し、電気が１ｋＷｈあた

り１.５円（高圧契約の場合は０.８円）、都市ガス

が１㎥あたり６.０円となります。
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令和 6年分における相続税の申告事績の概要など 

◆令和 6 年分における相続税の申告事績の概要 

 令和 6 年分における被相続人数（死亡者数）は 1,605,378 人（前年対比 101.9％）で、その

うち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は 166,730 人（同 107.1％）、その課税価格の総

額は 23 兆 3,846 億円（同 108.1％）、申告税額の総額は 3 兆 2,446 億円（同 108.0％）と

増加し、いずれも基礎控除額の引下げがあった平成 27 年分以降で最高となりました。 

【相続税の申告事績】 

 令和 5 年分 令和 6 年分 対前年比 

被相続人数（死亡者数) 1,576,016 人 1,605,378 人 101.9％ 

相続税の申告書の提出に係る被相続人数 155,740 人 166,730 人 107.1％ 

課税割合 9.9％ 10.4％ 0.5 ポイント 

相続税の納税者である相続人数 339,098 人 361,260 人 106.5％ 

課税価格 21 兆 6,335 億円 23 兆 3,846 億円 108.1％ 

税額 3 兆 53 億円 3 兆 2,446 億円 108.0％ 

被相続人 1 人当たり 
課税価格 1 億 3,891 万円 1 億 4,025 万円 101.0％ 

税額 1,930 万円 1,946 万円 100.8％ 

※1 令和 5 年分は令和 6 年 10 月 31 日まで、令和 6 年分は令和 7 年 10 月 31 日までに提出さ

れた申告書（修正申告書を除く）データに基づき作成。 

※2 「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式

費用を控除し、相続開始前 3 年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたもの。 

【令和 6 年分における相続財産の金額】 

 土地 家屋 有価証券 現金･預貯金等 その他 

金額 7 兆 4,074 億円 1 兆 1,901 億円 4 兆 3,676 億円 8 兆 5,602 億円 3 兆 162 億円 

構成比 30.2％ 4.8％ 17.8％ 34.9％ 12.3％ 

◆相続税の申告と納税 

 相続税は、被相続人から相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受けて

贈与により取得した財産の価額の合計額※（債務や葬式費用などの金額を控除し、相続開始前 3 年

以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算）が、基礎控除額（3,000 万円＋600 万円×法定相

続人の数）を超える場合、その超える部分に対して課税されます。 

 各相続人等が取得した財産の価格の合計額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告をする必

要があるため、相続の開始があったことを知った日（通常の場合は、被相続人が亡くなった日）の

翌日から 10 ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出するととも

に、納付税額が算出される場合は納税しなければなりません。 

※財産の価額の合計額とは、小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算特例等を適用しない場合

における課税価格の合計額をいいます。 

◎暦年課税による生前贈与の加算対象期間について 

 相続等によって財産を取得した相続人等が、被相続人から生前に暦年課税に係る贈与によって取

得した財産のうち加算対象期間内に贈与されたものがあるときは、相続税の課税価格にその財産の

贈与時の価額を加算します。 

 改正により令和 6 年 1 月 1 日以後の暦年課税に係る贈与により取得した財産については、その

加算対象期間が相続開始前 7 年以内となりました（被相続人の相続開始日が令和 8 年 12 月 31

日以前の場合は加算対象期間は相続開始前 3 年以内）。具体的な加算対象期間は次のとおりです。 

被相続人の相続開始日 加算対象期間 

～令和 8 年 12 月 31 日 相続開始前 3 年以内 

令和 9 年 1 月 1 日～令和 12 年 12 月 31 日 令和 6 年 1 月 1 日から相続開始日までの間 

令和 13 年 1 月 1 日～ 相続開始前 7 年以内 

※加算対象期間内に贈与されたものは贈与税がかかったかどうかに関係なく加算します。ただし、

加算対象期間内に取得した財産のうち相続開始前 3 年以内に取得した財産以外の財産については、

その財産の贈与時の価額の合計額から総額 100 万円までは相続税の課税価格に加算されません。 


